
令和３年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

領域Ⅳ　配偶者暴力対策

基本目標１　暴力を許さない社会形成のための啓発と早期発見

施策目標（１）暴力を許さない社会形成のための教育と啓発の推進

①都における普及
啓発の実施

○都の広報紙やテレビやラジオ番組、ホームページや
ＳＮＳ等を活用するほか、「女性に対する暴力をなく
す運動」期間等の機会を捉えて、広く都民への啓発を
行います。

○広報東京都の人権特集、男女平等参画課ホームページ等における啓
発、国の「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせた広報展開
○東京ウィメンズプラザホームぺージ、メールマガジン及びツイッ
ターで広報
○ＤＶ等民間活動助成事業報告会を開催

生活文化局

○配偶者等暴力に関する講演会やセミナー等の内容を
充実させ、実施方法なども工夫します。

○配偶者暴力防止講演会の開催（開催回数：1回、オンライン実施） 生活文化局

○配偶者等暴力の防止に係るパンフレットやＰＲカー
ド等の啓発資料に、子供の面前での配偶者暴力が児童
虐待に当たるとの記述を加えるなど、内容を充実さ
せ、様々な機会を活用して広く配布するなど、都民及
び関係機関の理解を深めていきます。

○「配偶者や交際相手からの暴力で悩んでいませんか」等の配布
○国等作成のパンフレット等の配布

生活文化局

○配偶者暴力相談支援センターＰＲカードの作成　15,000部
○東京ウィメンズプラザ相談室利用案内の作成　5,000部

生活文化局

○人権問題への正しい理解と認識を深めるため、社会
教育関係指導者を対象とした人権啓発学習資料に配偶
者等暴力について掲載するとともに、内容の充実を図
ります。

○人権啓発学習資料「みんなの幸せをもとめて」の作成・配布
　　部数：105,000部
　　配布先：区市町村教育委員会・ＰＴＡ等の社会教育関係団体

教育庁

②区市町村におけ
る普及啓発の支援

○区市町村が、広報紙等により地域住民・地域団体等
に配偶者等暴力に関する理解と防止に向けた普及啓発
を行うよう、働きかけます。

○男女平等参画（女性）センター館長等会議等で働きかけを行う
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面にて開催

生活文化局

○区市町村における配偶者等暴力に関する講演会やセ
ミナー、シンポジウムの開催において、必要に応じて
情報提供を行い、取組を促します。

○区市町村に対する講師・テーマの助言等を行う 生活文化局

○区市町村でも活用できるよう、都の啓発資料の配布
や東京ウィメンズプラザの図書資料室に所蔵する資料
の貸出しを積極的に行っていきます。

○「配偶者や交際相手からの暴力で悩んでいませんか」、若年層向け
相談先周知カード「デートＤＶって、なんだろう？」等の配布
○希望する自治体に配偶者暴力対策普及啓発グッズを配布
○配偶者暴力相談支援センターＰＲカード、東京ウィメンズプラザ相
談室利用案内等の配布

再掲 生活文化局
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

③学校での人権教
育の推進

○人権教育研究協議会を通じて、家庭において配偶者
暴力が行われることが児童・生徒への虐待に当たるこ
となど、配偶者暴力や児童虐待等についての知識や対
応等について、園長・校長をはじめ教諭等に周知し、
学校全体の取組につなげます。

○人権教育研究協議会の開催（オンデマンドによる開催）
　人権課題についての正しい理解と認識を深めるため、各職層を対象
に、人権教育の内容や方法についての協議会を実施。

教育庁

○人権教育プログラムの内容の充実を図り、理解を深
めていきます。

○「人権教育プログラム」の作成・配布
　幼稚園や学校の教員が人権教育を指導するための実践的手引
　　部数：73,200部

教育庁

④若年層向け啓発
事業の推進

○若年層に向けて、交際相手からの暴力に加え、若年
層が遭いやすい被害についての相談機関を周知するな
ど、啓発活動を行います。

○若年層向け相談先周知カード「デートＤＶって、なんだろう？」を
関係機関に配布

再掲 生活文化局

○都が行う若年層を対象としたイベント等において資
料配布などの啓発活動を行います。

○若年層を対象としたイベント等において、資料配布などの啓発活動
の場を提供する。

都民安全推進本
部

○若年層がよく利用するインターネットやＳＮＳ等の
様々な媒体を活用して、交際相手からの暴力等に関す
る啓発を行います。

○「ネット支援室」を活用した啓発の実施 再掲 生活文化局

○大学等の学生相談室等への資料配布や情報提供をは
じめ、大学等と連携した教育・啓発活動を行います。

○若年層向け相談先周知カード「デートＤＶって、なんだろう？」を
都内大学、短期大学、専修学校等に引き続き配布
○セクハラ、アカハラ等の問題と同様に、大学として自主的に交際相
手からの暴力の予防啓発に取り組むよう働きかけ
○職務関係者研修（教職員対象）及び配偶者暴力防止講演会の案内を
送付

再掲 生活文化局

○教職員に対し、交際相手からの暴力等についての内
容を取り入れた研修の充実を図ります。

○職務関係者研修（教職員対象）の開催　（開催回数：１回） 生活文化局

○少年及びその家族等関係者からの相談窓口として、
電話相談窓口である「ヤング・テレホン・コーナー」
等の充実、効果的な運用に努めます。

○「ヤング・テレホン・コーナー」24時間体制で相談受理 警視庁
生安部

○相談受理に当たり、適切な対応がとれるようにする
ための研修等を充実させます。

○少年相談実務研修等の実施 警視庁
生安部

施策目標（２）早期発見体制の充実

①医療機関におけ
る適切な対応

○各都立病院において、児童・高齢者虐待、配偶者等
暴力の内容を盛り込んだ虐待等対策検討に関する要綱
及び手順書を活用し、統一的に対応していきます。

○虐待等対策検討に関する要綱及び手順書に従い、統一的に対応 病院経営本部
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○医療関係者に対し、配偶者等暴力の早期発見と適切
な対応についての研修等を実施します。

○職務関係者研修（医療関係者対象）の開催（開催回数：１回） 再掲 生活文化局

○医療関係者向けの研修会を実施
　各都立病院：年2回程度

病院経営本部

○「医療関係者のための配偶者暴力被害者対応マニュ
アル」について、医療機関に向けさらなる周知を図り
ます。

○医療関係者向けＤＶ対応マニュアル、シートを医療機関へ配布 再掲 生活文化局

○医療機関、医師会等の協力のもとに、被害通報先や
支援のための関係機関情報の周知徹底を図ります。

○配偶者暴力対策ネットワーク会議等を活用した周知 生活文化局

○医療関係者向けＤＶ対応マニュアル、シートを医療機関へ配布 再掲 生活文化局

○日常の業務で対応 福祉保健局

○特に、配偶者等暴力被害者と接する機会を持つ職業
を選択する可能性が高い学部・学科の学生に対し、配
偶者等暴力に関する講演会や研修等への参加を促すな
どの啓発活動を行います。

○研修等への学生の参加について検討を行う 生活文化局

②保健所や保健セ
ンターにおける適
切な支援

○子供の健診や母子保健相談、精神保健福祉相談等の
日常業務を通じ、配偶者暴力の早期発見と適切な対応
に努めます。

○日常の業務で対応 福祉保健局

○保健所や保健センターの職務関係者に対し、配偶者
等暴力に関する研修等を実施します。

○職務関係者研修（医療関係者対象）の開催（開催回数：１回） 再掲 生活文化局

○日常の業務で対応 福祉保健局

③学校、幼稚園、
保育所等職員に対
する意識啓発等

○配偶者暴力がある家庭では子供への直接的な暴力と
ともに、暴力を目撃することによる影響も重大である
ことから、児童虐待を取り扱う関係機関との連携体制
を強化します。

○配偶者暴力対策ネットワーク会議等を活用し、児童虐待を取り扱う
関係機関との連携体制を強化
○対象となるケースについて随時対応

再掲 生活文化局

○児童相談所と関係機関との連携を強化
○女性相談センターにＤＶ対応・児童虐待防止連携コーディネーター
を配置

福祉保健局
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○男女平等教育を適正に推進するとともに、児童・生徒が同居する家
庭における配偶者暴力が児童虐待に当たることなど、配偶者暴力や児
童虐待等についての知識や対応について、人権教育研究協議会等を通
じて、学校に周知

教育庁

○各学校、幼稚園、保育所等に対して、配偶者等暴力
に関するパンフレットの配布や、「配偶者暴力被害者
支援基本プログラム」や「配偶者暴力から子供を守る
連携プログラム」を活用して情報提供を行います。ま
た、必要に応じて、児童館や学童クラブなど子供が通
う施設に対しても情報提供を行います。

○配偶者暴力対策ネットワーク会議等を活用した情報提供 再掲 生活文化局

○児童館、学童クラブ等に対する配偶者暴力に関する情報提供
○職務関係者研修の開催（開催回数：１回）

再掲 生活文化局

○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」の内容を支援者
以外にも分かり易くまとめた「ハンドブック」を被害者を発見する可
能性のある保育所等へ配布

再掲 生活文化局

○児童館・学童クラブ等に対する配偶者暴力に関する教育・通知等の
配付など

福祉保健局

○生活文化局作成のパンフレット等の配布協力等の情報提供 教育庁

○　各学校、幼稚園、保育所等の関係者に対して、早
期発見や適切な対応についての研修を行います。

○職務関係者研修（教職員対象）の開催　（開催回数：１回）
○職務関係者研修の開催（開催回数：１回）

再掲 生活文化局

○保育所等に対する配偶者暴力に関する教育・通知等の配付など 福祉保健局

○人権教育研究協議会における講義、人権教育指導推進委員会におけ
る情報交換、人権教育プログラムへの関連資料の掲載

教育庁

④民生委員・児童
委員への研修の実
施

○配偶者等暴力についての社会的関心を高めるため、
地域において見守りの中心となる民生委員・児童委員
に対し、様々な機会を活用して配偶者暴力に関する情
報を提供します。

○配偶者暴力対策ネットワーク会議等を活用した情報提供 再掲 生活文化局
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○民生委員・児童委員区市町村会長会等、様々な機会を活用して配偶
者暴力に関する情報を提供

福祉保健局

○身近な地域での早期発見や支援を促すため、民生委
員・児童委員等が暴力を発見した際に適切な対応が取
れるよう、民生委員・児童委員等を対象とした研修を
実施します。

○職務関係者研修（民生・児童委員対象）の開催（開催回数：１回） 再掲 生活文化局

⑤警察における通
報への対応

○警察への通報等により、配偶者暴力が行われている
と認められるときは、暴力の制止、被害者の保護その
他の配偶者暴力による被害の発生を防止するために必
要な措置を講ずるよう努めていきます。

○通常業務を通じて実施 警視庁生安部

○警察は、被害者の意思を尊重し、置かれている状況
に配慮しつつ、関係機関と連携した速やかで適切な対
応に努めます。

○東京都配偶者暴力相談支援センターのほか関係機関との連絡会議及
び意見交換会の実施

警視庁
被害者支援室

○通報時に迅速かつ適切な対応ができるようにするた
め、各警察署員に対しての研修の充実・強化を図りま
す。

○相談責任者実務研修、犯罪被害者支援専科等各種研修の実施
○人身安全関連事案対策専科教養の実施

警視庁
被害者支援室

生安部
人身安全本部

基本目標２　多様な相談体制の整備

施策目標（１）都の配偶者暴力相談支援センター機能の充実

①配偶者暴力相談
支援センターの相
談機能の充実

○東京ウィメンズプラザや女性相談センターにおい
て、電話や面接によって相談に応じるほか、女性相談
センターにおいて、一時保護等の相談に応じます。

○東京ウィメンズプラザの運営 生活文化局

○女性相談センター(多摩支所を含む）の運営 福祉保健局

○一般相談のほか、弁護士、医師、心理職員等による
専門相談等、体制の充実を図り、それぞれの被害者に
応じた適切な情報を提供します。

○年末年始を除く毎日９時から21時まで一般相談の実施
○法律相談（一般・ＤＶ　各毎月4回）
○精神科医相談（毎月2回）
○児童精神科医相談（毎月2回）

再掲 生活文化局

○相談業務のなかで実施 福祉保健局
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○男性被害者に対して電話相談だけでなく、面接相談
を実施します。

○男性のための悩み相談（電話相談：毎週月曜、水曜17:00～20:00、
毎週土曜14:00～17:00、面接相談：毎週水曜19:00～20:00）を実施
し、自立支援のための情報提供を実施

生活文化局

○被害者への切れ目ない支援を行うため、関係機関と
の連携を強化します。

○関係機関と連携をしながら相談業務を行っており、さらに配偶者暴
力対策連携部会及び配偶者暴力相談支援センター連携会議において連
携の強化を図る

生活文化局

○区市・都の婦人相談員等関係者との連携強化
○関係者会議、意見交換会の実施

福祉保健局

○複雑・多様化する相談に適切に対応するため、区市
町村も含めた相談員に対する外部専門家によるスー
パーバイズを充実させます。

○ウィメンズプラザ相談員スーパーバイズ　毎月１回
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回

生活文化局

○区市・都の婦人相談員等関係者への専門研修の実施 福祉保健局

○複雑・多様化する相談に適切に対応するため、支援
関係機関の調整を行うことのできる職員・専門員を育
成します。

○支援関係機関の調整能力の向上のため、関連する研修等を積極的に
活用

生活文化局

○区市町村等の相談窓口の職員が適切に対応できるよ
う、相談員向け研修の中で情報提供を行うとともに、
相談内容に応じて適切な窓口につなぐことができるよ
う相談対応能力の強化を図ります。

〇相談員向け研修において、相談対応に関する講義を実施して情報共
有を図る
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回

再掲 生活文化局

○交際相手からの暴力の被害者に対し、若年層がより
相談しやすい方策について検討します。

○「ネット支援室」を活用して若年層への相談窓口情報の周知を行
う。
○若年層が相談しやすい方策について検討する。

再掲 生活文化局

②インターネット
による情報の提供

○　東京ウィメンズプラザホームページ「配偶者暴
力・交際相手暴力対策被害者ネット支援室」など、イ
ンターネットによる情報提供の充実を図ります。

○ウィメンズプラザホームページにおいて、ネット支援室をはじめ、
主催事業等の情報提供を実施

再掲 生活文化局

③被害者支援基本
プログラムの活用

○都内の各支援機関が統一的な支援を行うことができ
るよう、「配偶者暴力被害者支援基本プログラム」に
ついて、支援の実情や新たな制度、関係機関などの社
会資源等を反映した改定を行います。

○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」を配布
○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」の内容を支援者
以外にも分かり易くまとめた「ハンドブック」を被害者を発見する可
能性のある保育所等へ配布

再掲 生活文化局

○活用促進 福祉保健局
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

④都の配偶者暴力
相談支援センター
の中核としての機
能の充実

○区市町村等の相談窓口の職員が適切に対応できるよ
う、相談員向け研修の中で情報提供を行うとともに、
相談内容に応じて適切な窓口につなぐことができるよ
う相談対応能力の強化を図ります。（再掲）

〇相談員向け研修において、相談対応に関する講義を実施して情報共
有を図る
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回

再掲 生活文化局

○東京都配偶者暴力相談支援センター連携会議等を通
じて、都内の支援センター同士の連携を図ります。

○　東京都配偶者暴力相談支援センター連携会議　年２回実施
○　窓口通信の発行による情報提供　年２回

生活文化局

施策目標（２）身近な地域での相談窓口の充実

①警察における対
応

○警察が被害者から相談を受けた場合は、関係機関の
情報や、警察署長等の援助の制度、保護命令制度、被
害届についての助言等、必要な情報提供を適切に行
い、被害者の意思決定を支援します。

○通常業務を通じて実施 警視庁
生安部

○更なる相談体制の強化を図るとともに、適切な対応
がとれるようにするための研修等を充実させます。

○相談責任者実務研修、犯罪被害者支援専科等各種研修の実施
○人身安全関連事案対策専科教養の実施

警視庁
被害者支援室

生安部
人身安全本部

②区市町村におけ
る配偶者暴力相談
支援センター機能
整備への支援

○区市町村の相談員等の資質向上を図るため、相談員
養成研修を充実させます。

○相談員養成講座の開催（開催回数：３回　テーマ：「相談員・職員
のための基礎講座」(２回)、「相談員・職員のための実践講座」(１
回)）
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回

生活文化局

○区市町村における配偶者等暴力被害者の支援体制の
中核となる人材を養成するため、関係機関の調整を行
う職員等を対象とした、支援のための総合的な知識や
技術に関する研修を充実させます。

○コーディネート研修の開催　（開催回数：２回　テーマ：配偶者暴
力被害者支援のためのコーディネート研修）

生活文化局

○「区市町村配偶者暴力相談支援センター機能整備推
進窓口」において、支援センター運営に必要な情報等
を提供し、機能整備を進める区市町村に技術的支援を
行います。

○区市町村配偶者暴力相談支援センター機能整備推進窓口において、
区市町村への技術的支援を行う。
○相談業務の中で随時、区市町村に対して技術的支援を行う。
○区市町村を訪問し、実態・課題を踏まえて機能整備に向けた助言

生活文化局

○区市町村を訪問し、機能整備に向けた助言を行うこ
とにより、支援センター機能整備を促します。

○区市町村に対し、実態・課題を踏まえて機能整備に向けた助言 生活文化局

○相談・支援体制が不十分な区市町村に対して、出前
講座等を行い、体制強化を支援します。

○区市町村と調整し可能な限り訪問 生活文化局
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

施策目標（３）被害者の状況に応じた相談機能の充実

①外国人被害者へ
の対応

○日本語が十分に話せない外国人被害者に対し、必要
に応じて委託による通訳での対応を行います。

○女性相談センターにおける一時保護、来所者への通訳の実施 福祉保健局

○外国人被害者の相談及び自立支援に必要な人材養成
を、民間団体と連携して進めます。

○外国人被害者支援を含めた民間団体の人材養成に係る研修の開催
（開催回数：２回）

生活文化局

○養成した外国人被害者支援のための通訳人材を、区
市町村からの依頼に基づき派遣します。

○区市町村へ通訳者を派遣するＤＶ通訳者派遣事業を実施
（登録者５１名、１２言語）

生活文化局

○外国人被害者の相談に対応する際に窓口職員が活用
できるよう、区市町村向けに作成した相談シートの活
用を促します。

○２４年度に作成の相談シートを引き続き利用 生活文化局

○東京ウィメンズプラザのホームページに外国人相談
窓口の情報を掲載し、窓口の周知を図ります。

○東京ウィメンズプラザのホームページに英語・中国語・韓国語・タ
イ語・タガログ語の５か国語で、外国人相談窓口情報一覧を掲載
○東京ウィメンズプラザのパンフレットにも５か国語で外国人への情
報を掲載

再掲 生活文化局

〇ウィメンズプラザ一般相談を多言語対応とすること
で、潜在的な外国人ＤＶ被害者の支援につなげます。

〇業者委託による「三者間通話」方式で対応
〇対応言語は英語、中国語、韓国語、タイ語、タガログ語の5言語
〇令和2年度は試行実施（週3日、各日3時間）

生活文化局

②障害のある被害
者や高齢の被害者
等への対応

○障害のある被害者や高齢の被害者に対し適切な支援
が行えるよう、区市町村等職員に対する研修等を実施
します。

○講義の実施 再掲 生活文化局

○研修等の実施 福祉保健局

○被害者が障害者である場合は、障害の種類や程度な
ど被害者の状況に応じて、障害者相談支援機能との連
携を図り、適切な支援につなげます。

○対象となるケースについて随時対応 生活文化局

○区市・都の婦人相談員と連携し実施 福祉保健局

○被害者が高齢者である場合は、高齢者虐待相談窓口
と連携を図り、適切な支援につなげます。

○対象となるケースについて随時対応 生活文化局

○区市・都の婦人相談員と連携し実施 福祉保健局
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○　障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、
その後の適切な支援のため、障害者虐待防止法に基づ
く都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を適
切に果たすとともに、区市町村障害者虐待防止セン
ター担当職員や障害者福祉施設従事者等の支援体制の
強化等を図ることを目的として、障害者虐待防止・権
利擁護に関する研修等の事業を実施します。

1.障害者虐待防止・権利擁護研修
・障害者虐待防止センター担当職員コース　85名規模
・障害者福祉施設等管理者コース　550名規模
・障害者福祉施設等従事者コース　650名規模
※いずれも講義・演習を実施

2.専門性強化事業（弁護士法律相談）
・2時間×6回　計12時間確保

福祉保健局

○障害者差別解消法施行に基づき、東京都障害者差別
解消支援地域協議会の運営や専門相談などの体制整備
や普及啓発を行うとともに、ヘルプマーク・ヘルプ
カードの普及を図り、障害の有無により分け隔てられ
ることのない共生社会の実現を目指します。

・東京都障害者差別解消支援地域協議会の運営
・広域支援相談員及び専門相談の体制整備
・紛争解決のための調整委員会の運営
・都民及び事業者向け法令説明会の開催
・障害及び障害者理解研修の開催
・「ハートシティ東京」の運営
・ヘルプマークの製作、配布
・ヘルプマーク・ヘルプカードの普及啓発

福祉保健局

聴覚障がいをお待ちの方など電話での相談が難しい方
は、面接による相談を行います。その旨をＨＰで周知
し、ＨＰから面接の予約が行えます。

〇ウィメンズプラザＨＰで周知。
〇電子申請による面接予約申請（セキュリティの確保）

生活文化局

③人権擁護機関と
関係機関の連携強
化

○法務省の人権擁護機関及び都の人権相談窓口におい
て配偶者暴力被害者から相談があった場合に適切な対
応・支援が行えるよう、連携の強化を図ります。

○人権相談機関連絡協議会の活用
目的…人権に関する相談機関相互の連携及び相談業務の充実等を図
り、都民等の人権の擁護に資する

総務局

④男性被害者への
対応

○男性被害者に対して電話相談だけでなく、面接相談
も実施するとともに、都に寄せられた男性被害者から
の相談内容について分析を行います。

○男性の面接相談実施　毎週１回
○男性被害者からの相談の分析を実施

再掲 生活文化局

⑤多様化する相談
等への対応

○区市町村の相談員の資質向上を図るため、相談員養
成研修を充実させます。（再掲）

○相談員養成講座の開催（開催回数：３回　テーマ：「相談員・職員
のための基礎講座」(２回)、「相談員・職員のための実践講座」(１
回)）
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回

再掲 生活文化局

○複雑・多様化する相談に適切に対応するため、区市
町村も含めた相談員に対する外部専門家によるスー
パーバイズを充実させます。（再掲）

○ウィメンズプラザ相談員スーパーバイズ　毎月１回
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回

再掲 生活文化局
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○複雑・多様化する相談に適切に対応するため、支援
関係機関の調整を行うことのできる職員・専門員を育
成します。（再掲）

○支援関係機関の調整能力の向上のため、関連する研修等を積極的に
活用

再掲 生活文化局

○潜在的被害者が相談につながるよう、相談窓口の更
なる周知方法について検討します。

周知方法について検討 生活文化局

〇ウィメンズプラザ一般相談を多言語対応とすること
で、潜在的な外国人ＤＶ被害者の支援につなげます。
（再掲）

〇業者委託による「三者間通話」方式で対応（週3日、各日3時間）
〇対応言語は英語、中国語、ハングル、タイ語、タガログ語の5言語

再掲 生活文化局

〇電話による相談を苦手とし、メールやＳＮＳに慣れ
ている若者層を主な対象として、無料通話アプリＬＩ
ＮＥを活用することにより、ＤＶ相談にアクセスしや
すい環境を整え、被害の防止、救済や様々な支援につ
なげます。

〇4月末から3月まで。（1月1日除く年末年始含む毎日6時間）
〇加害者に相談内容を知られる等のリスクを回避するために、ＬＩＮ
Ｅによる回答は限定的なものとし、具体的な支援やアドバイス等は電
話相談に切り替える。
〇若年層を対象としたＬＩＮＥによる広報を実施。

生活文化局

基本目標３　安全な保護のための体制の整備

施策目標（１）保護体制の整備

①一時保護体制の
拡充

○被害者の状況や必要性に合わせて柔軟に対応できる
よう、委託施設とも連携し、一時保護を実施します。

○母子ケースの同伴児童対応強化

○ケース内容に対応した委託施設での保護

福祉保健局

○緊急に保護を求める外国人女性に対する保護体制の
充実を図るため、外国人女性の緊急保護を実施する法
人に対し、その運営に要する経費の一部を補助しま
す。

○民間との連携による対応は補助事業（来日外国人女性緊急保護事
業）で実施

福祉保健局

○日本語が十分に話せない外国人被害者に対し、必要
に応じて委託による通訳での対応を行います。（再
掲）

基本目標２（３）の①　参照 再掲 福祉保健局

○外国人被害者の一時保護については、習慣、価値観
等に十分配慮して対応します。

○食事等生活習慣に配慮し安全安心の場を提供 福祉保健局

○民間団体と連携し、外国人被害者に対して引き続き
適切な対応ができるようにします。

○民間との連携による対応は補助事業（来日外国人女性緊急保護事
業）で実施

福祉保健局

65 領域Ⅳ　配偶者暴力対策



令和３年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○障害のある被害者に対し適切な対応ができるよう努
めるとともに、必要に応じて他の福祉施設等との連携
を図り、活用できるよう検討します。

○区市・都の婦人相談員と連携し実施 福祉保健局

○男性被害者の一時保護について、都の男性相談の状
況を踏まえた上で、適切な対応がとれる体制について
検討します。

○男性被害者の他機関への相談状況を把握 福祉保健局

②同伴児童への対
応の充実

○保育士の配置を引き続き行い、一時保護における保
育体制の充実を図ります。

○一時保護所内に保育室を設置し、保育士を２名配置して、適切な保
育を実施

福祉保健局

○一時保護において、就学児童に対する学習の機会を
保障し、各児童の状況に応じたきめ細かな学習支援を
行います。

○就学児童に対して学習指導員による学習支援を実施 福祉保健局

○一時保護中の同伴児童に対する心理的ケアの充実を
図るとともに、切れ目のない支援のために、地域の関
係機関に対し情報提供を行います。

○児童に対して必要に応じて心理面接等を実施 福祉保健局

施策目標（２）安全の確保と加害者対応

①警察における対
応

○法令に基づき、被害者から被害を自ら防止するため
の援助を受けたい旨の申出を受けた場合、申出が相当
であると認めるときは、被害者から援助申出書の提出
を求め、被害者自らが行う安全確保策等を教示すると
ともに、被害者周辺の安全確保に必要な援助を行いま
す。

○通常業務を通じて実施 警視庁
生安部

○保護命令発令後の保護対象者及び被害を受けるおそ
れのある親族等の安全確保を行います。

○通常業務を通じて実施 警視庁
生安部

○必要に応じて各種法令、配偶者暴力防止法による保
護命令、ストーカー規制法などの適用を検討し、検挙
等厳正な対応により、被害者やその親族等の安全を確
保します。

○通常業務を通じて実施 警視庁
生安部

○保護命令が出ていない場合でも、ストーカー規制法
等を適用して安全の確保ができる場合があることを広
く周知し、適切に対応します。

○通常業務を通じて実施 警視庁
生安部

②学校・幼稚園・
保育所等との連携
の強化

○教員・保育士等を対象とした配偶者暴力対策の研修
の充実を図ります。

○職務関係者研修（教職員対象）の開催　（開催回数：１回） 再掲 生活文化局
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令和３年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○保育所等に対する取組等の推進 福祉保健局

○区市町村等における日常業務での対応 教育庁

○学校・幼稚園・保育所等と連携し、保護命令の対象
となる子供の安全の確保と情報管理の徹底を図りま
す。

○対象となるケースについて随時対応 生活文化局

○保育所等との連携・取組 福祉保健局

○区市町村等における日常業務での対応 教育庁

○保護命令の対象となる子供に対しては、相談窓口と
学校、児童相談所等の各関係機関が連携しながら、状
況に応じて様々な子供のケアと安全確保を図ります。

○対象となるケースについて随時対応 生活文化局

○児童相談所等との連携・取組 再掲 福祉保健局

○区市町村等における日常業務での対応 教育庁

③加害者対応 ○職務関係者研修など、各種研修の中で、加害者対応
についても、取り上げます。

〇職務関係者研修で加害者対応に関する講義を実施 再掲 生活文化局

○被害者に直接対応する可能性のある支援者が加害者
に対応する場合に留意すべき事項等について検討を行
い、「配偶者暴力被害者支援基本プログラム」や「配
偶者暴力から子供を守る連携プログラム」に、加害者
対応の項目を加えるなど改定を行い、両プログラムの
周知を図ります。

○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」を配布 生活文化局
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令和３年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○男性の悩み相談の中で男性加害者からの相談を受け
付けるとともに、適切な対応が取れるよう加害者から
の相談内容の分析を行います。

○　男性相談の中で男性加害者からの相談も受付
○　男性加害者からの相談の分析を実施

再掲 生活文化局

基本目標４　自立生活再建のための総合的な支援体制の整備

施策目標（１）総合的な自立支援の展開

①総合的な被害者
支援のための質の
充実

○都内の各支援機関が統一的な支援を行うことができ
るよう、「配偶者暴力被害者支援基本プログラム」に
ついて、支援の実情や新たな社会資源等を反映した改
定を行います。（再掲）

○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」を配布
○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」の内容を支援者
以外にも分かり易くまとめた「ハンドブック」を被害者を発見する可
能性のある保育所等へ配布

再掲 生活文化局

○活用促進 福祉保健局

○　被害者が身近な地域で、一元的に支援を受けるこ
とができるよう、区市町村の配偶者暴力相談支援セン
ター機能整備促進のための技術的支援を行います。

○各区市町村を訪問し、区市町村の配偶者暴力相談支援センター機能
整備促進のための助言・指導等を実施

生活文化局

②配偶者暴力相談
支援センターの自
立支援機能の拡充

○被害者の意思を尊重しながら、状況に応じてニーズ
を的確に把握し、必要な情報提供を行うとともに、区
市町村・各機関が行う支援に適切につなげていきま
す。

○相談業務の中で区市町村・各機関への支援に適切につなげる。 生活文化局

○区市・都の婦人相談員と連携し実施 福祉保健局

○被害者が自立のために必要とする心理的サポートや
ニーズを踏まえて、自立支援講座等を充実させます。

○自立支援講座の実施  48回 生活文化局

○一時保護中の講座等の実施 福祉保健局
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令和３年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○孤立しがちな被害者の心の立ち直りに効果がある、
自助グループやサポートグループ※に活動場所を提供
し、連携しながら被害者への支援を行っていきます。
（※カウンセラー等の専門的な知識を持つ人や配偶者
暴力の被害経験を持つ人たちが、被害者の支援を行う
ためのグループ）

○自助グループ2団体への教室の提供　24回 生活文化局

○被害者の心理的サポートのために行うグループ活動
等について、複数の民間団体が連携して行う取組を支
援します。

○民間団体の取組について、区市町村への周知等に協力する。
○ＤＶ防止等民間活動助成事業の活用を促す等、民間団体の取組を支
援する。

生活文化局

○区市町村に対して、民間団体の支援情報等を提供す
るなどにより、被害者に対する支援の充実のための民
間団体との連携を促します。

○民間団体の取組について、区市町村への周知等に協力する。
○ＤＶ防止等民間活動助成事業の活用を促す等、民間団体による同行
支援の取組を支援する。

生活文化局

○　区市町村が配偶者暴力相談支援センター機能を整
備する場合に、併せて地域における自立支援機能の拡
充を働きかけます。

○区市町村配偶者暴力相談支援センター機能整備推進窓口等を通じて
「配偶者暴力相談支援センター機能整備の手引」を活用した情報提
供、働きかけを行う
○可能な限り、区市町村を訪問し、実態・課題を踏まえて機能整備に
向けた助言

生活文化局

③福祉事務所等と
の連携強化

○　地域において被害者の自立支援に重要な役割を担
う福祉事務所との連携を強化するとともに、区市町村
の子供家庭支援センターや児童相談所等関係機関同士
の協力体制づくりを進めていきます。

○ネットワーク会議等を活用した連携強化、関係機関同士の協力体制
づくりを推進
○相談業務の中で福祉事務所、児童相談所等と連携

再掲 生活文化局

○個別ケース毎の連携強化、関係者との連携会議の実施
○婦人相談員研修等を通じた連携、通常の業務の中での協力体制強化
・新任転入職員研修、現任研修等
・婦人相談員等業務連絡会
・その他連携会議の参加

福祉保健局

○　被害者から生活保護の相談があった際の対応及び
申請を受けた際の調査等において、被害者の安全確保
に配慮するとともに、適切に保護を実施するよう福祉
事務所等保護の実施機関に対して働きかけます。

○保護の実施機関に対する情報提供の徹底
○保護の実施機関における日常業務での対応

福祉保健局
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令和３年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

④ひとり親家庭の
支援の充実

○　被害者の状況に応じて、東京都ひとり親家庭支援
センターにおける相談・就業支援や自立支援給付金事
業など、都のひとり親家庭に係る各種支援制度を活用
し、自立を支援します。

○母子・父子自立支援員による相談業務のなかで実施
○就業支援講習会(10回)
○相談支援員研修会(10回)
○自立支援給付金事業（区市事業。都は町村部のみ実施）
○ひとり親家庭等就業・自立支援センターにおける相談員による就業
相談

福祉保健局

○配偶者暴力相談支援センター等の相談機関は、東京
都ひとり親家庭支援センター等と連携し、被害者に必
要な情報提供を行います。

○相談業務の中で実施 生活文化局

○相談業務の中で、必要に応じてひとり親家庭支援センターの相談支
援事業を紹介、支援につなぐ

福祉保健局

施策目標（２）安全で安心できる生活支援

①住民票の取扱い
等適切な運用

○住民基本台帳法の一部改正により、被害者からの申
出に基づき、加害者等からの閲覧や住民票・戸籍の附
票の写しの交付に応じないなど、区市町村の窓口にお
いて、住民票の写しの交付制限等が適切に運用される
よう、指導を徹底します。

○区市町村の住民基本台帳事務主管課に対し、住民票の取扱いに関し
て適切な運用を図ること及び区市町村内関係部局との連携に努めるこ
とについて、随時、指導・助言を行う

総務局

○配偶者暴力相談支援センター等各支援機関において
は、被害者に対し、住民基本台帳の閲覧等の制限につ
いての正しい情報提供を行い、被害者の安全確保のた
めの情報の保護を徹底します。

○相談業務の中で情報提供を行うとともに、閲覧制限に必要となる証
明書を発行

生活文化局

○相談業務の中で情報提供を行うとともに、閲覧制限等に必要となる
証明書を発行

福祉保健局

②医療保険に関す
る適切な情報提供

○被扶養者であった被害者が、避難したことにより、
扶養者との生計維持関係がなくなった場合の医療保険
手続については、適切な支援を行うことができるよ
う、区市町村等支援機関に対して制度等の周知を徹底
します。

○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」を配布 生活文化局

○区市町村国保所管部署、都内国民健康保険組合への周知 福祉保健局

○配偶者暴力相談支援センター等各関係機関において
は、被害者に対し医療保険に関する適切な情報提供を
行います。

○相談業務の中で情報提供を行うとともに、支援措置に必要となる証
明書を発行

生活文化局

○相談業務の中で情報提供を行うとともに、支援措置や各種加入手続
き等に必要となる証明書を発行

福祉保健局
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令和３年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○被害者の安全確保の観点から、健康保険組合等の保
険者に対しても、変更等に伴う各種手続について適切
な対応が取られるよう、協力を依頼していきます。

○相談業務の中で実施 生活文化局

○相談業務の中で対応 福祉保健局

○配偶者からの暴力によるけが等第三者行為による傷
病についても、保険診療できるなどの情報について周
知し、適切な対応を求めていきます。

○医療関係者向けＤＶ対応マニュアル、シートを医療機関へ配布
○医師会等を通じて医療機関に周知を図る

再掲 生活文化局

○職務関係者研修（医療関係者向け）における情報提供 再掲 生活文化局

○受診した患者に適切な対応が取れるように医療機関向けの研修会で
周知を実施

病院経営本部

③年金等各種制度
に関する適切な情
報管理及び情報提
供

○国民年金、介護保険、税務、選挙管理等住民基本台
帳からの情報に基づいて事務処理を行うものについ
て、被害者の情報の保護及びその管理について区市町
村に適切な対応を促します。

○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」を配布 生活文化局

○配偶者暴力相談支援センター等各関係機関において
は、被害者に対し、年金に関する必要な手続や、住所
等の秘密の保持に配慮した取扱い等、各種制度に関す
る適切な情報提供を行います。

○相談業務の中で情報提供を行うとともに、支援措置に必要となる証
明書を発行

生活文化局

○相談業務の中で情報提供を行うとともに、住所等の機密保持の配慮
等に必要となる証明書を発行

福祉保健局

○配偶者暴力相談支援センターは、住民票の記載がな
されていない被害者であっても、居住地において介護
保険法及び障害者自立支援法に基づく各種サービス等
を受けることが可能であることなど、事案に応じて可
能なサービス等の情報提供を行います。

○相談業務の中で実施 生活文化局

○相談業務の中で実施 福祉保健局
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令和３年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

④就学の支援 ○都の配偶者暴力相談支援センター及び区市町村の関
係機関との連携を図ります。

○相談業務の中で連携するとともに、連携部会において就学支援につ
いて検討

生活文化局

○都立高等学校の転学については、引き続き柔軟に対
応していきます。

○都立高等学校の転学については、引き続き柔軟に対応していきま
す。

教育庁

⑤学校、幼稚園、
保育所等職員に対
する意識啓発等
（再掲）

○配偶者暴力がある家庭では子供への直接的な暴力と
ともに、暴力を目撃することによる影響も重大である
ことから、児童虐待を取り扱う関係機関との連携体制
を強化します。（再掲）

○配偶者暴力対策ネットワーク会議等を活用し、児童虐待を取り扱う
関係機関との連携体制を強化
○対象となるケースについて随時対応

再掲 生活文化局

基本目標１（２）の③　参照
再掲 福祉保健局

基本目標１（２）の③　参照
再掲 教育庁

○各学校、幼稚園、保育所等に対して、配偶者等暴力
に関するパンフレットを配布したり、「配偶者暴力被
害者支援基本プログラム」や「配偶者暴力から子供を
守る連携プログラム」を活用して情報提供を行いま
す。また、必要に応じて、児童館や学童クラブなど子
供が通う施設に対しても情報提供を行います。（再
掲）

○配偶者暴力対策ネットワーク会議等を活用した情報提供 再掲 生活文化局

○児童館、学童クラブ等に対する配偶者暴力に関する情報提供
○職務関係者研修の開催（開催回数：１回）

再掲 生活文化局

○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」の内容を支援者
以外にも分かり易くまとめた「ハンドブック」を被害者を発見する可
能性のある保育所等へ配布

再掲 生活文化局

基本目標１（２）の③　参照
再掲 福祉保健局

基本目標１（２）の③　参照
再掲 教育庁
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令和３年度　東京都男女平等参画施策の実施状況報告

事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○各学校、幼稚園、保育所等の関係者に対して、早期
発見や適切な対応についての研修を行います。（再
掲）

○職務関係者研修（教職員対象）の開催　（開催回数：１回）
○職務関係者研修の開催（開催回数：１回）

再掲 生活文化局

基本目標１（２）の③　参照
再掲 福祉保健局

基本目標１（２）の③　参照
再掲 教育庁

⑥自助グループへ
の参加支援

○被害者相互の支援を目的とした自助グループの活動
に対し、会場の提供等の必要な支援を行っていきま
す。

○自助グループ2団体への教室の提供　24回　 （再掲） 再掲 生活文化局

○参加を希望する被害者に対しては、安全確保に配慮
しつつ、自助グループの紹介や情報提供を行っていき
ます。

○相談業務の中で情報提供を行う。 生活文化局

○閉じこもりがちになる被害者に対しても「居場所づ
くり」の視点で自助グループやサポートグループを紹
介するなど、参加を促します。

○相談業務の中で自助グループやサポートグループを紹介するなど参加を促す。生活文化局

⑦配偶者暴力相談
支援センターにお
ける法的支援

○配偶者暴力相談支援センターにおいて、保護命令、
離婚調停などの法的手続に関する情報提供を行うとと
もに、専門家による法律相談等を実施します。

○相談業務の中で情報提供を行うとともに、弁護士による法律相談を
行う。（一般・ＤＶ　各毎月4回）

生活文化局

○家庭裁判所の調査官経験等を相談員とし、法的対応等の個別相談を
実施

福祉保健局

○　法的手続に関する更なる支援を希望する被害者に
対して、法テラス（日本司法支援センター）等の機関
の紹介や、東京の三弁護士会と連携した情報提供等を
行います。

○相談業務の中で情報提供を行う。 生活文化局

○相談業務の中で必要に応じて法テラスの紹介を実施 福祉保健局

施策目標（３）就労支援の充実

①職業訓練の充実 ○都立職業能力開発センター等において、就職に必要
な知識・技能を習得するための訓練を実施し、希望者
に対して業務を通じて支援します。

○職業能力開発センター・校、国立・都営の東京障害者職業能力開発
校の訓練（定員8,265名：施設内訓練4,625名、委託訓練3,640名）の中
で対応

産業労働局
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○母子家庭の母等の職業的自立を支援するため、民間
教育訓練機関等を活用した委託訓練を実施し、職業訓
練の受講機会の確保を図っていきます。

○母子家庭の母等の就労支援事業の中で対応
・職業訓練手当の支給
・母子家庭の母等の職業的自立促進（委託訓練）　定員145名

産業労働局

②東京しごとセン
ター等における就
労支援

○東京しごとセンターにおいて、一人一人の適性と状
況を踏まえたきめ細かなキャリアカウンセリングや再
就職支援セミナーを実施するほか、能力開発、職業紹
介など、希望者に対して就職活動を支援します。

○東京しごとセンター事業の中で対応
・しごとセンター及びしごとセンター多摩における支援

産業労働局

○東京しごとセンターにおいて、被害者に対して適切
な対応ができるよう、相談員や受付窓口担当者等に対
する研修等を実施します。

○東京しごとセンター相談員や受付窓口担当者等に対し、被害者等へ
の適切な対応ができるよう研修等を実施

産業労働局

○東京ウィメンズプラザにおいて、マザーズハロー
ワーク等との連携などにより、就労支援の取組を進め
ます。

○自立支援講座で就労支援をテーマにした講座を実施　4回
○自立支援講座でマザーズハローワーク職員による講義を実施　１回

再掲 生活文化局

○配偶者暴力相談支援センターでは、一時保護施設等
の退所者に対する就職時の身元保証制度についての情
報提供など、被害者に対し、就労に必要な情報を適切
に提供します。

○相談業務の中で情報提供を行う。 生活文化局

○相談業務の中で実施 福祉保健局

③東京ウィメンズ
プラザにおける就
労支援

○被害者の就労に役立つパソコン技術の習得を支援す
るため、パソコン講座を実施します。

○パソコン講座　16回 生活文化局

○自立支援講座における就労支援内容の充実や、マ
ザーズハローワーク等との連携などにより、就労支援
の取組を進めます。

○自立支援講座で就労支援をテーマにした講座を実施　24回
○自立支援講座でマザーズハローワーク職員による講義を実施　１回
（再掲）

再掲 生活文化局

施策目標（４）住宅確保のための支援の充実

①都営住宅を活用
した被害者の住宅
の確保

○単身の配偶者暴力被害者に対して、都営住宅への入
居を実施します。

○年４回募集（2月、5月、8月、11月） 住宅政策本部
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○20歳未満の子供のいる被害者をひとり親世帯と見な
し、当選倍率の優遇及びポイント方式による募集を行
います。

○世帯向け募集における当選倍率の優遇（7倍）年２回募集（5月、11
月）
○ポイント方式による募集年２回募集（2月、8月）
○以下の募集において、令和元年11月からは、ひとり親世帯も対象に
加えている
・若年夫婦・子育て世帯向け定期使用住宅（5月、11月）
・毎月募集（毎月50戸）

住宅政策本部

○ひとり親世帯に該当しない被害者世帯に対しても当
選倍率の優遇を行います。

○世帯向け募集における当選倍率の優遇（5倍）年２回募集（5月、11
月）

住宅政策本部

○ひとり親等の支援施設の退所者に対して、都営住宅
の特別割当を行います。

○母子生活支援施設転出者向け特別割当て年２回割当て50戸程度（年
間）

住宅政策本部

〇住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮
者（高齢者、障害者、子育て世帯、ＤＶ被害者など）
の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図ります。
①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
②登録住宅の改修や入居者への経済的支援
③住宅確保要配慮者への居住支援

〇東京都居住支援協議会は、区市町村における居住支
援協議会の設立を促進するとともに、その活動を支援
します。

【住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進】36,592千円
（既存事業）
・改修費補助
・家賃低廉化補助
・家賃債務保証料低廉化補助
・少額短期保険等保険料補助
・登録協力補助（登録協力報奨金）
・見守り機器設置費等補助

（令和３年度からの新規事業）
・安心居住パッケージ事業

【東京都居住支援協議会】1,303千円
・パンフレット、賃貸住宅オーナー向けチラシ改訂
・セミナー開催（2回）
・東京ささエール住宅（セーフティネット住宅）登録支援
・区市町村居住支援協議会活動支援補助など

住宅政策本部

②一時保護施設等
退所後の支援

○一時保護施設等を退所した後の各施設の利用につい
て、被害者に対する適切な情報提供を行います。

○区市・都の婦人相談員等と連携し、利用者ニーズに応じて各種施設
等の情報提供、利用支援を実施

福祉保健局

○被害者が一時保護施設を退所した後の住宅確保とし
て、区市町村を含めて関係機関等による支援ネット
ワークを築いていきます。

○区市・都の婦人相談員等と連携を図り利用できる資源を活用 福祉保健局
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

③家賃債務保証制
度に関する国への
要望

○民間賃貸住宅への入居を希望する被害者に対して、
一時保護施設等の退所者の場合、連帯保証制度が利用
できることなど、適切な情報提供を行います。

○相談対象となるケースについて随時情報提供 生活文化局

○情報提供を相談業務の中で実施 福祉保健局

○民間賃貸住宅への入居を希望する被害者で、連帯保
証人を見つけることが困難な場合に支援できるよう、
全国共通な公的保証制度の創設について国等へ要望を
行います。

○「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」
（住宅セーフティネット法）の改正により、これまで国に要望してい
た全国共通の公的保証制度が整備された。

生活文化局

施策目標（５）子供のケア体制の充実

①子供のケア体制
の徹底

○配偶者暴力相談支援センター、児童相談所及び区市
町村の関係機関との連携を強化して、子供へのケア体
制を充実させていきます。

○配偶者暴力対策ネットワーク会議等を活用し、関係機関との連携を
強化                                               ○対象となる
ケースについて関係機関と連携を図る

再掲 生活文化局

○一時保護中の同伴児童のケア体制充実、虐待防止等関係機関と連携
を強化

福祉保健局

○関係機関が共通の認識を持って対応するため、「配
偶者暴力から子供を守る連携プログラム」を活用する
とともに、内容の充実を図ります。

○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」を配布 生活文化局

○児童相談所や子供家庭支援センターなど子供の支援
関係者に対し、配偶者暴力に関する研修や情報提供を
充実させます。

○職務関係者研修の開催（開催回数：１回） 再掲 生活文化局

○職務関係者に向けた研修の中で、面会交流が子供に
与える影響等について情報提供を行います。

○職務関係者研修を開催（開催回数：１回）し、面会交流に関する講
義を実施して情報提供を図る

再掲 生活文化局

○保育士の配置を引き続き行い、一時保護における保
育体制の充実を図ります。（再掲） 基本目標３（１）の②　参照

再掲 福祉保健局

○一時保護において就学児童に対する学習の機会を保
障し、各児童の状況に応じたきめ細かな学習支援を行
います。（再掲）

基本目標３（１）の②　参照

再掲 福祉保健局

○一時保護中の同伴児童に対する心理的ケアの充実を
図るとともに、切れ目のない支援のために、地域の関
係機関に対し情報提供を行います。（再掲） 基本目標３（１）の②　参照

再掲 福祉保健局
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

②子供家庭支援セ
ンター

○市町村において、児童虐待の未然防止・早期発見を
はじめ、子供と家庭のあらゆる相談に積極的に取り組
んでいけるよう、子供家庭支援センターの機能を充実
させるため、設置する市町村への補助を行います。

○子供家庭支援センター事業
子供家庭支援センターを設置する市町村へ一定の補助を行う(区は財調
制度で補助)
令和３年度末現在　60区市町村

福祉保健局

③子供の心のケア
の充実

○児童相談所や学校において、児童心理司、スクール
カウンセラー等を活用した子供の心のケアを行いま
す。

○子供の心のケアを実施 再掲 福祉保健局

○スクールカウンセラー配置校での対応
・全公立小・中・高等学校に配置
　令和３年度配置校　小学校 1,274校、中学校 622校、高等学校 240
課程（全・定併置校には別途配置、通信制課程にも配置、昼夜間定時
制には週２回配置）、中等教育学校 6校

教育庁

④保護者とその子
供に対する講座の
実施

○　配偶者暴力のある家庭で育った子供とその母親を
対象に、心の傷の回復を側面から支援するため、遊び
なども採り入れて親子や友達とのコミュニケーション
の取り方などを継続的に学習してもらう講座を実施し
ます。

○「子供広場」の実施　7回 生活文化局

○都立病院の医療スタッフが、地域の関係機関等と連
携し、配偶者暴力のある家庭で育った子供とその母親
に対して、心の傷の回復等を支援します。

○大塚病院の医療スタッフが、子供家庭支援センターや保健所、保健
センター等で開催する子育て講座において、育児相談の実施を検討

病院経営本部

基本目標５　関係機関・団体等の連携の推進

施策目標（１）広域連携と地域連携ネットワークの強化

①都と区市町村の
役割分担に基づく
連携の促進

○区市町村が、被害者やその家族にとって身近な相談
窓口として、相談体制の整備・充実、緊急時の安全確
保や、地域における継続的な自立支援等を行えるよ
う、配偶者暴力相談支援センターの機能整備に向けた
働きかけを行います。

○「配偶者暴力相談支援センター機能整備の手引」の活用
○区市町村配偶者暴力相談支援センター機能整備推進窓口において、
区市町村への技術的支援を実施
○相談業務の中で随時、区市町村に対して技術的支援を実施
○区市町村を訪問し、実態・課題を踏まえて機能整備に向けた助言

生活文化局

○区市町村に対し、被害者支援に関する助言や情報提
供、相談員や職員の研修、被害者支援の調整を行う人
材育成、関係機関との総合調整等を行います。

○相談員養成講座の開催（開催回数：３回　テーマ：「相談員・職員
のための基礎講座」(２回)、「相談員・職員のための実践講座」(１
回)）
○コーディネート研修の開催　（開催回数：２回  テーマ：配偶者暴
力被害者支援のためのコーディネート研修）
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回
○研修や説明会に参加しづらい区市町村に対して、出前講座を実施

生活文化局
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○広域自治体として、都の配偶者暴力相談支援セン
ターを中核に、専門的な相談も含めた相談対応の充
実、一時保護の実施、職務関係者への研修等を行いま
す。

○職務関係者研修の開催　（開催回数：５回、テーマ：「配偶者暴力
被害者支援」「交際相手からの暴力（デートＤＶ）」　ほか）

再掲 生活文化局

○一時保護（一時保護委託を含む。）を、女性相談センターで実施す
る

福祉保健局

○都と区市町村は、それぞれの役割に基づき、関係機
関によるネットワークを形成し、相互に有機的な連携
がとれる体制を強化していきます。

○配偶者暴力対策ネットワーク会議等を活用した連携体制の強化
○配偶者暴力対策連携部会の開催　年２回
○配偶者暴力相談支援センター連携会議の開催　年２回

再掲 生活文化局

○東京都配偶者暴力相談支援センター連携会議等を通
じて、区市町村の支援センターとの連携を図ります。
（再掲）

○　東京都配偶者暴力相談支援センター連携会議　年２回実施
○　窓口通信の発行による情報提供　年３回

再掲 生活文化局

②区市町村におけ
る配偶者暴力対策
基本計画の策定・
改定支援

○区市町村が配偶者暴力対策基本計画の策定に取り組
むことができるよう、積極的に情報提供と助言などの
支援を行います。

○配偶者暴力対策基本計画策定予定の区市町村に対し、事前の意見交
換、助言等を実施

生活文化局

○区市町村に対し、配偶者暴力対策基本計画の改定に
当たっての情報提供や助言などの支援を行います。

○配偶者暴力対策基本計画改定予定の区市町村に対し、事前の意見交
換、助言等を実施

生活文化局

③区市町村におけ
る配偶者暴力相談
支援センター機能
整備への支援（再
掲）

○　区市町村の相談員等の資質向上を図るため、相談
員養成研修を充実させます。（再掲）

○相談員養成講座の開催（開催回数：３回　テーマ：「相談員・職員
のための基礎講座」(２回)、「相談員・職員のための実践講座」(１
回)）
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回

再掲 生活文化局

○区市町村における配偶者暴力等被害者の支援体制の
中核となる人材を養成するため、関係機関の調整を行
う職員等を対象とした、支援のための総合的な知識や
技術に関する研修を充実させます。（再掲）

○コーディネート研修の開催　（開催回数：２回　テーマ：配偶者暴
力被害者支援のためのコーディネート研修）

再掲 生活文化局

○　「区市町村配偶者暴力相談支援センター機能整備
推進窓口」において、支援センター運営に必要な情報
等を提供し、機能整備を進める区市町村に技術的支援
を行います。（再掲）

○区市町村配偶者暴力相談支援センター機能整備推進窓口において、
区市町村への技術的支援を行う。
○相談業務の中で随時、区市町村に対して技術的支援を行う。
○区市町村を訪問し、実態・課題を踏まえて機能整備に向けた助言

再掲 生活文化局
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○　区市町村を訪問し、機能整備に向けた助言を行う
ことにより、支援センター機能整備を促します。（再
掲）

○区市町村に対し、実態・課題を踏まえて機能整備に向けた助言 再掲 生活文化局

○　相談・支援体制が不十分な区市町村に対して、出
前講座等を行い、体制強化を支援します。（再掲）

○区市町村と調整し可能な限り訪問 再掲 生活文化局

④配偶者暴力対策
のためのネット
ワーク会議の充実

○配偶者暴力対策ネットワーク会議を通じて、都及び
区市町村の関係各機関、医療、司法、人権擁護団体、
民間支援団体等の連携を強化し、広域的な被害者支援
についての検討、地域によって差が生じない被害者支
援ができる体制の強化を図ります。

○配偶者暴力対策ネットワーク会議の開催　年１回
　都計画等施策の推進を推進部会、区市町村を含む広域的な連携促進
を連携部会が担当
○構成の検討

再掲 生活文化局

○推進部会を通じて、本計画の進捗状況を把握し、都
における配偶者暴力対策の促進を図ります。

○推進部会の開催　年２回 生活文化局

○連携部会を通じて、相談や自立支援の実務における
課題を検討するなど、効果的な連携を進めます。

○配偶者暴力対策連携部会の開催　年２回（再掲）
○配偶者暴力相談支援センター連携会議の開催　年２回（再掲）

生活文化局

⑤被害者支援基本
プログラムの活用
（再掲）

○都内の各支援機関が統一的な支援を行うことができ
るよう、「配偶者暴力被害者支援基本プログラム」に
ついて、支援の実情や新たな社会資源等を反映した改
定を行います。（再掲）

○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」を配布
○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」の内容を支援者
以外にも分かり易くまとめた「ハンドブック」を被害者を発見する可
能性のある保育所等へ配布

再掲 生活文化局

基本目標２（１）の③　参照

再掲 福祉保健局

施策目標（２）民間団体との連携・協力の強化

①民間団体との連
携の促進

○民間団体等が自主的に行う配偶者暴力対策に関する
事業に助成し、その活動を支援します。

○ＤＶ防止等民間活動助成事業の実施
（助成事業：１事業者に対し最高100万円（被害者への同行支援事業に
ついては、150万円限度）、アドバイザー派遣：団体に対し、アドバイ
ザーとして講師を派遣。）
　連携コーディネーター事業の実施
（複数団体が連携して被害者支援事業を行う場合に、コーディネー
ター経費を助成。１事業に対し最高100万円）

生活文化局
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事業名 事業概要 令和３年度事業規模 再掲 所管局

○民間団体等が複数団体で連携して行う配偶者暴力被
害者支援事業に助成し、その活動を支援します。

〇連携コーディネーター事業の実施
（複数団体が連携して被害者支援事業を行う場合に、コーディネー
ター経費を助成。１事業に対し最高100万円）

生活文化局

○民間シェルターの先進的な取組を促進するための経
費や、区市町村が民間シェルター等の先進的な取組を
促進するために要した経費に助成し、その活動を支援
します。

〇配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援事業の実施
（助成事業：１団体当たり1,000万円上限）

生活文化局

〇配偶者からの暴力等に関する相談等におけるＩＣＴ
化を推進し、業務におけるビデオ通話やテレビ会議、
タブレット端末等の活用を促進するとともに、業務負
担の軽減を図ることを目的として、ＩＣＴ化に必要な
経費を補助し、その活動を支援します。

〇東京都配偶者からの暴力等に関する相談等におけるＩＣＴ化推進事
業
（助成事業：１団体当たり100万円上限）

生活文化局

○被害者支援において幅広い活動を行っている民間支
援団体との情報交換を積極的に行います。

○配偶者暴力対策ネットワーク会議への民間団体への参加
○配偶者暴力対策連携部会の開催

再掲 生活文化局

○自立支援講座、子供広場、パソコン講座における協力団体との情報
交換
○ＮＰＯ等支援団体との連携会議の開催

生活文化局

○配偶者暴力相談支援センターが行う各種研修・講座
の開催情報や、配偶者暴力対策に関する制度について
の情報提供を細やかに行います。

○職員向け研修：案内の送付
○都民向け講座：案内の送付、ホームページ・メールマガジン・東京
都広報等への掲載、プレス発表等

生活文化局

○民間団体研修に、行政職員・相談員も参加すること
で、民間団体と行政の連携促進を目指します。

〇民間団体向け研修の募集案内を男女平等参画施策担当職員及び男女
平等参画センター職員・相談員、福祉事務所婦人相談員に送付
〇研修内に「情報交換会」の場を設け、民間団体と行政の連携を促進

生活文化局

②配偶者暴力被害
者支援民間人材の
養成

○外国人被害者の相談及び自立支援に必要な人材養成
を、民間団体と連携して進めます。（再掲）

○外国人被害者支援を含めた民間団体の人材養成に係る研修の開催
（開催回数：２回）

再掲 生活文化局

○民間団体との協力により養成した人材が積極的に活
動できるよう、関係機関、民間団体と調整を行いま
す。

○区市町村へ通訳者を派遣するＤＶ通訳者派遣事業を実施 再掲 生活文化局
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○民間団体研修を開催し、民間団体のメンバーのスキ
ルアップを図ります。

〇民間団体向け研修を２回実施 生活文化局

○民間シェルター等の専門性向上に係る研修経費等に
助成します。（再掲）

〇配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援事業の実施
（助成事業：１団体当たり1,000万円上限）

再掲 生活文化局

基本目標６　人材育成の推進と適切な苦情対応

施策目標（１）人材の育成

①職務関係者研修
の充実

○職務関係者の質的向上に資する研修について、被害
者のニーズに応じたテーマや対象を拡大して、一層充
実させていきます。

○職務関係者研修について、ニーズや現状を踏まえてテーマや対象を
設定し実施（開催回数：５回、テーマ：「配偶者暴力被害者支援」
「交際相手からの暴力（デートＤＶ）」　ほか）
○区市町村における研修用ＤＶＤの活用の働きかけ。

再掲 生活文化局

○区市町村における配偶者暴力等被害者の支援体制の
中核となる人材を養成するため、関係機関の調整を行
う職員等を対象とした、支援のための総合的な知識や
技術に関する研修を充実させます。（再掲）

○コーディネート研修の開催　（開催回数：２回　テーマ：配偶者暴
力被害者支援のためのコーディネート研修）

再掲 生活文化局

○相談員等が代理受傷等によるバーンアウトに陥らな
いよう、相談員に対する研修の充実やピアカウンセリ
ング※等を行います。
（※相談員同士など同じ立場の人同士が話を聞き合う
こと）

○相談員養成講座の開催（開催回数：３回　テーマ：「相談員・職員
のための基礎講座」(２回)、「相談員・職員のための実践講座」(１
回)）
○区市町村相談員スーパーバイズ　毎月１回
○ウィメンズプラザ相談員スーパーバイズ（毎月１回）
○相談員ケースカンファレンス（毎月１回）等で実施

再掲 生活文化局

○相談員の資格の認定など支援者の専門的能力の適正
な評価に向けて、機会を捉えて国に働きかけます。

○国における検討状況等の情報収集 生活文化局

②配偶者暴力被害
者支援民間人材の
養成（再掲）

○外国人被害者の相談及び自立支援に必要な人材養成
を、民間団体と連携して進めます。（再掲）

○外国人被害者支援を含めた民間団体の人材養成に係る研修の開催
（開催回数：２回）

再掲 生活文化局

○民間団体との協力により養成した人材が積極的に活
動できるよう、関係機関、民間団体と調整を行いま
す。（再掲）

○区市町村へ通訳者を派遣するＤＶ通訳者派遣事業を実施 再掲 生活文化局

○民間団体研修を開催し、民間団体のメンバーのスキ
ルアップを図ります。（再掲）

〇民間団体向け研修を２回実施 再掲 生活文化局
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○民間シェルター等の専門性向上に係る研修経費等に
助成します。（再掲）

〇配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援事業の実施
（助成事業：１団体当たり1,000万円上限）

再掲 生活文化局

①二次被害防止の
ための研修の充実

○配偶者等暴力の深刻さを十分に認識しないまま、不
適切な対応を行わないよう、職務関係者はもちろん、
区市町村における全ての窓口対応に当たる職員を対象
として、二次被害防止のための研修を実施します。

○職務関係者研修の開催（基礎研修（１回）） 再掲 生活文化局

○警察や司法関係者なども含めた支援関係機関、民間
団体に対しても研修への参加を促すほか、各団体での
研修等への取組を働きかけます。

○職務関係者研修のうち、基礎研修（１回）への参加について周知を
図る。

再掲 生活文化局

②相談機関におけ
る苦情処理担当の
設置と手順の明確
化

○被害者の苦情に対して適切な対応がとれるよう、苦
情処理担当への研修等を実施します。

○職務関係者研修の開催（基礎研修（１回）） 再掲 生活文化局

○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム」の周知を
図る中で、苦情処理についても周知を図ります。

○「配偶者暴力被害者支援基本プログラム　改定版」を配布 生活文化局

基本目標７　調査研究の推進

①配偶者暴力被害
に関する調査研究

○都における相談事例の分析など、定期的に配偶者等
暴力の被害や自立支援に関する実態の把握を行いま
す。

○男女平等参画施策に係る年次報告を作成し、配偶者暴力の状況につ
いて実態把握
○相談統計システムを活用し相談内容の分析を行う

生活文化局

○基本計画の次期改定に向けて、被害者や関係機関に
対する実態調査を行います。

○被害者のほか、都配偶者暴力相談支援センター、民間機関、弁護士
会などの関係機関に対して調査を実施

生活文化局

②加害者対策のあ
り方検討

○国における加害者対策等に関する情報及び研究成果
や民間団体が実施する加害者更生のための取組に関す
る情報の収集を行うとともに、都の相談等に寄せられ
た加害者からの相談内容の分析を行います。

○「男性のための悩み相談」の相談内容分析 生活文化局

○国の加害者更生及び加害者対策等の動向を見据え、
加害者更生プログラムの司法制度における位置付けを
明確にすることなど、必要な法制度を整えるよう、国
に要望していきます。

○配偶者暴力の防止と被害者の保護の観点から、必要な法整備も含め
た実効性ある加害者対策について検討を行うよう、国に要望

生活文化局

施策目標（２）二次被害の防止と苦情への適切かつ迅速な対応
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